


は じ め に

最近の消費者を取り巻く状況は、流通の広域化・国際化、インターネット取引の普及、

ライフスタイルの多様化などにより、急激に変化しています。

このような時代を反映し、市民の平穏な生活を直接侵害する悪質商法等は依然として後

を絶たず急増しており、更に悪質化、巧妙化、広域化する傾向にあります。

これに対して、行政による法整備や業者規制等の対策には限界があり、消費者は自己の

利益の確保・防衛のためには、従来の行政によって守られる「弱者」という立場から転換

し、自立した主体としての積極的な行動と、さらにはその結果について責任を負うという、

いわゆる「自己責任」の自覚を持つ必要あります。

昨年６月２日に施行された、消費者基本法（改正消費者保護基本法）においても、旧法

では消費者の保護を打ち出していたものが修正され、「消費者の自立を支援する」ことが

新たな基本理念として位置付けられました。

生活・交通安全課では、今後とも消費者被害の救済・予防に努めるとともに、消費者の

自立を支援するため、消費者啓発により一層力を注いで行きたいと考えております。

この冊子は、生活・交通安全課が平成１６年４月１日から平成１７年３月３１日までに

取り扱った、消費生活苦情相談のあらましをまとめたものです。

各種の統計や苦情相談の事例を掲載しましたので、「自立した消費者」、「賢い消費者」

になるための情報源として、ご利用いただければ幸いです。

平成１７年５月

八 戸 市 市 民 生 活 部

生 活 ・ 交 通 安 全 課
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Ⅰ 生活・交通安全課の消費生活相談体制



１ 生活・交通安全課の役割

消費生活において、事業者と消費者の間の取り引きに関して生じたトラブルは、当事

者どうしが直接話し合い解決するのが望ましいことです。

しかし、実際には、お互いの話しが平行線のままどうにもならないとか、法律的なこ

とが判らないなどの理由で、あきらめてしまうことが多いと思われます。

このため、生活・交通安全課は、消費者の安全と利益を守るための相談窓口として、

商品やサービスなど消費生活全般に関する苦情や問い合わせなどに対するアドバイスを

公正な立場で行っています。

２ 体制機構図

経済産業省 商務情報政策局 消費経済政策課

国 内閣府 国民生活局 消費者調整課

国民生活センター

青森県環境生活部 県民生活政策課
県

青森県消費生活センター

八戸市市民生活部 生活・交通安全課
市

市民生活センター

調 査 苦 情
事 業 者 消 費 生 活 相 談 員 消 費 者

回 答 回 答

照会・依頼 回 答

注意・改善

公正取引委員会
関 係 機 関

保健所等

－１－



３ 相談窓口開設場所及び開設日

⑴ 開設場所 八戸市庁別館５階生活・交通安全課 市民生活センター

⑵ 開 設 日 毎週月曜日～金曜日（ただし、祝日、年末年始は休み）

⑶ 開設時間 午前８時３０分～午後５時

４ 受付の範囲

消費生活における事業者と消費者の間に生じた安全・衛生・品質・機能・価格・料金

計量・量目・表示・広告・販売方法・契約（解約）等に関する相談。

５ 助言・指導と斡旋

窓口で受け付けた相談は、単に相手方に取り次ぐだけでなく、解決に必要な情報を提

供するなどして解決に努める。

相談者が自力で解決することが困難であると判断したときは、相談員が業者等と直接

交渉を行なう。

受け付けた相談の解決にあたって、より適切な専門機関等が存在するときは、相談者

に紹介する。

６ 消費生活相談員

消費生活にかかわる相談及び苦情の処理に必要な専門知識を有する、消費生活相談員

を３名配置している。

－２－
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0

1 0 0

2 0 0

3 0 0

4 0 0

5 0 0

6 0 0

7 0 0

0

1 0 0

2 0 0

3 0 0

4 0 0

5 0 0

6 0 0

7 0 0

⑶ 相談者年代別・性別

相談者の性別内訳は、男性１，２１２件（３４．０％）、女性２，３４８件
（６６．０％），その他・不明２１９件であった。
前年度と比較すると、男性は３７件３．１％の微増であったが、女性が９５５件

６８．６％と急増した。
年代別では２０代と３０代の男性と２０代の女性が減少した以外は全ての年代で

増加し、特に３０～５０代の女性の増加が顕著であった。

件数

男性

女性

20代未満 20代 30代 40代 50代 60代 70代以上

※ 不明・団体（性別、年代いずれか不明も含む）２１９件は除いています。

⑷ 当事者年代別・性別

当事者の性別内訳は、男性１，２９０件（３６．２％）、女性２，２７０件
（６３．８％）、その他・不明２１９件であった。
年代別では３０代～５０代の女性が１，７２０件と全体の４８．３％を占めた。

前年度と比較すると、ほとんどの年代で増加したが、特に３０代女性４３０件
（１７７．７％）、４０代女性４３３件（２９０．６％）、５０代女性３１７件
（２１２．８％）が激増した。

件数

男性

女性

20代未満 20代 30代 40代 50代 60代 70代以上

※ 不明・団体（性別、年代いずれか不明も含む）２１９件は除いています。

－４－

21
75

30

111

527

244

173

241 231 214

641
607

177

282

97

329

224

325

672

209

582

147

466

112
165

116

5745



0 5 0 0 1 , 0 0 0 1 , 5 0 0 2 , 0 0 0

⑸ 当事者職業別

給与生活者が全体の４６．８％を占め、家事従事者の３０．０％、無職の
９．５％と続く。
前 年 度 と 比 較 す る と 、 家 事 従 事 者 の 増 加 が ７ ５ ０ 件 （ １ ９ ５ ． ８ ％ ）

と著しい。

⑹ 相談者市町村別 ⑺ 当事者市町村別

市町村名 件 数 市町村名 件 数

１ 八 戸 市 ３４８２ １ 八 戸 市 ３２７３

２ 階 上 町 ６３ ２ 階 上 町 ５９

３ 五 戸 町 ３０ ３ 三 沢 市 ２９

４ 十 和 田 市 ２９ ３ 五 戸 町 ２９

５ 三 沢 市 ２８ ５ 十 和 田 市 ２５

６ 福 地 村 １９ ６ 名 川 町 ２０

７ 名 川 町 １８ ７ 百 石 町 １８

７ 三 戸 町 １８ ８ 三 戸 町 １７

９ 県内・その他 ７１ ９ 県内・その他 ７９

１０ 県 外 ２１ １０ 県 外 １９１

１１ 不 明 ０ １１ 不 明 ３９

合 計 ３７７９ 合 計 ３７７９

件数

－５－

給 与 生 活 者

自 営 ・ 自 由 業

家 事 従 事 者

そ の 他 ・ 不 明

団 体

学 生

無 職

1,76 9

1 , 1 3 3

3 6 0

1 6 7

1 3 3

1 2

2 0 5



⑻ 処理結果

⑼ 契約・購入金額

件 数 構成比（％）

１ 万 円 未 満 ３０ ０．８

５ 万 円 未 満 ３１９ ８．４

１ ０ 万 円 未 満 １４２ ３．８
契

５ ０ 万 円 未 満 ２２６ ６．０
約

１００万円未満 １０６ ２．８
・

５００万円未満 ６０ １．６
購

１ 千 万 円 未 満 ４ ０．１
入

５ 千 万 円 未 満 ２ ０．１
金

不 明 ２，８９０ ７６．５
額

合 計 ３，７７９ １００．０

合計金額（円） ３２３，９０９，４９５

平均金額（円） ３６４，３５２

既支払 合計金額（円） ６４，１４１，５６９

金 額 平均金額（円） ７５，１９５

件 数 構成比（％）

他 機 関 紹 介 ２５ ０．７

助 言 ３，５４５ ９４．９

処 その他情報提供 ９ ０．２

理 斡 旋 解 決 １１８ ３．２

結 斡 旋 不 調 ３ ０．１

果 斡 旋 不 能 １ ０．０

処 理 不 要 ３６ １．０

合 計 ３，７３７ １００．０

処 理 即 日 処 理 ３，６６３ ９８．０

期 間 継 続 処 理 ７４ ２．０

※ 処理継続中４２件を除く
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３ 相 談 内 容

⑴ 商 品 ・ 役 務 別
（単位：件）

内 容 別 相 談 件 数
内 容 別 受 ︵

う 法 価 計 表 販 契 接 包 施 買 生 そ
付 ち

苦 規 格 量 示 売 約 客 装 設 物 活
件 情 ・ ・ ・ ・ ︵ ・ ・ ・ の 計

件 基 料 量 広 方 解 対 容 設 相 知
商品・役務別 数 数 約

︶ 準 金 目 告 法 ︶ 応 器 備 談 識 他

Ａ．商 品 一 般 179 ( 174) 1 6 169 4 180

Ｂ．食 料 品 33 ( 32) 1 3 6 1 18 21 1 1 52

Ｃ．住 居 品 76 ( 75) 1 5 1 24 2 51 52 136

Ｄ．光 熱 水 品 4 ( 3) 1 1 2 1 5

Ｅ．被 服 品 30 ( 30) 5 1 16 27 1 50

Ｆ．保 健 衛 生 品 68 ( 65) 2 4 9 2 26 57 1 101

Ｇ．教 養 娯 楽 品 110 ( 106) 2 1 9 3 67 75 5 3 165

Ｈ．車 両 ・ 乗 り 物 30 ( 23) 4 4 1 4 18 4 5 40

Ｉ．土地・建物・設備 21 ( 16) 1 3 10 13 3 3 33

Ｊ．他 の 商 品 1 ( 1) 1 1 2

商 品 計 552 ( 525) 9 18 2 59 0 10 199 435 14 1 0 1 0 16 764

Ｋ．ク リ ー ニ ン グ 8 ( 6) 2 4 1 1 3 2 13

Ｌ．レンタル・リース・貸借 57 ( 50) 5 9 1 10 54 4 1 84

Ｍ．工事・建築・加工 32 ( 30) 1 5 7 19 18 2 1 53

Ｎ．修 理 ・ 補 修 18 ( 17) 1 6 7 1 13 13 1 1 43

Ｏ．管 理 ・ 保 管

Ｐ．役 務 一 般 25 ( 25) 1 10 22 33

Ｑ．金融・保険 サービス 543 ( 510) 17 61 53 41 520 5 2 4 703

Ｒ．運輸・通信 サービス 2,325 (2,314) 2 1 72 1 245 30 2307 4 1 2663

Ｓ．教 育 サ ー ビ ス 9 ( 8) 1 9 10

Ｔ．教養娯楽サービス 40 ( 39) 8 13 27 19 67

Ｕ．保健・福祉 サービス 35 ( 26) 1 3 5 1 20 18 2 6 56

Ｖ．他 の 役 務 19 ( 13) 2 1 2 14 1 4 24

Ｗ．内職・副業・相場一般 56 ( 53) 3 4 39 35 1 82

Ｘ．他の行政サービス 3 ( 0) 3 3

役 務 計 3,170 (3,091) 5 25 18 176 1 320 212 3032 20 0 0 3 0 22 3834

Ｚ．他 の 相 談 57 ( 31)

合 計 3,779 ( 3,647) 14 43 20 235 1 330 411 3467 34 1 4 38 4598

※ 内 容 別 相 談 件 数 は 重 複 件 数

－７－
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① 商品別

商品の相談の合計は、５５２件

で、前年度と比較すると１６０件

（４０．８％）増加した。

なかでも、商品一般が１６３件

（１，０１８．８％）増加した他

は、特に件数に変動があったもの

はなく、全体的にほぼ横ばいとい

う状況であった。

② 役務別

平成１６年度の役務の合計は、

３，１７０件で前年度と比較する

と、７７９件（３２．６％）増加

した。

特にパソコンや携帯電話の普及

にともなう、運輸・通信サービス

が１，２７１件（１２０．６％）

増加した。

ヤミ金融や多重債務に関連する

金融・保険サービスは、４５２件

（４５．４％）減少した。

－８－

商 品 計

車両・乗り物

土地・建物・設備

５５２件

１７９件

(32.4％)

１ １０件

教養娯楽品
住 居 品

保健衛生品

(12.3％)

６ ８ 件

(13.8％)

３ ３ 件

被 服 費
３ ０ 件

食 料 品

(7.6％)

３０件 (5.4％)

２ １ 件 (3.8％)
高 熱水品

(0.7％)4 件

他の商品
1 件(0.2％)

商 品一般

(19.9％)

７ ６ 件

(7.6％)

(5.4％)

役 務 計

レンタル・リース・賃借

そ の 他

３，１７０件

内職・副業・
相場一般

金融・保険

サー ビス

サービス
２，３２５件

５４ ３件

５７件(1.8％ )

５６件(1.8％)

運輸・通信

(73.3％)

(17.1％ )

１８９件(6.0％)



0 1 , 0 0 0 2 , 0 0 0 3 , 0 0 0 4 , 0 0 0

③ 内容別

相談の受付件数は３，７７９件であるが、内容別の相談件数では分類項目が重複

するため４，５９８件となった。

前年度（３，６５５件）と比較すると、９４３件（２５．８％）増加した。

分類別では「契約・解約」に関する相談が全体の４分の３（７５．４％）を占め

ており、前年度からの増加件数も８９６件と突出している。

（注）のべ件数
4,598件＝100%

14件(0.3%)

43件(0.9%)

20件(0.4%)

235件(5.1%)

1件(0.0%)

330件(7.2%)

411件(8.9%)

3,467件
(75.4%)

34件(0.7%)

1件(0.0%)

0件(0.0%)

4件(0.1%)

0件(0.0%)

38件(0.8%)

件

－９－

安 全 ・ 衛 生

品 質 ・ 機 能

法 規 ・ 基 準

価 格 ・ 料 金

計 量 量 目・

表 示 ・ 広 告

販 売 方 法

契 約 （解 約）

接 客 ・ 対 応

包 装 ・ 容 器

施 設 ・ 設 備

買 物 相 談

生 活 知 識

そ の 他

役 務 品 質



0

5

1 0

1 5

2 0

2 5

⑵ 販売購入形態別

販売形態別の相談状況をみると、特殊販売（店舗購入以外）の割合が年々上昇していて、平

成１６年度では８４．１％に達した。

前年度と比較すると、特殊販売が９２２件（４０．８％）増加し、全体の件数の増加分のほ

とんどを特殊販売が押し上げる形となった。

年 度
平 成 １ ６ 年 度 平 成 １ ５ 年 度

販 売 形 態

店 舗 購 入 ４３８（ １１．６） ４１０（ １４．４）

特殊販売（店舗購入以外） ３，１８０（ ８４．１） ２，２５８（ ７９．４）

特 訪 問 販 売 １７６（ ４．７） ２２９（ ８．１）

殊 通 信 販 売 ２，７６５（ ７３．２） １，７８１（ ６２．６）

販 マルチ・マルチまがい商法 ２３（ ０．６） ３３（ １．２）

売 電 話 勧 誘 販 売 １９０（ ５．０） ２１０（ ７．４）

内 ネガティブ・オプション ９（ ０．２） ４（ ０．１）

訳 そ の 他 無 店 舗 販 売 １７（ ０．４） １（ ０．０）

不 明 ・ 無 関 係 １６１（ ４．３） １７６（ ６．２）

合 計 ３，７７９（１００．０） ２，８４４（１００．０）

① 訪問販売

訪問販売に関する相談件数は１７６件で、前年度と比較すると５３件（２３．１％）減少

した。

減少の原因としては、医療用具が８件（４４．４％）、家具・寝具が８件（３３．３％）

衛生サービスが４件（３３．３％）などの減少があげられる。

件数 訪問販売の商品分類別件数（上位１０分類）

工 家 修 食 医 レ 書 商 衛 健
事 器 ンリ 品 生
・ 具 理 ・ 療 タ︲ 籍 相 サ 康
建 ・ ・ 台 ルス ・ 場 ︲
築 寝 補 所 用 ・・ 印 ・ ビ 食
・ 用 貸 刷 金 ス
加 具 修 品 具 借 物 商 品
工 法

－１０－

20

16

13

10 10 10 9
8 7

10



0

5 0 0

1 , 0 0 0

1 , 5 0 0

2 , 0 0 0

2 , 5 0 0

0

5

1 0

② 通信販売

通信販売に関する相談件数は２，７６５件で、特殊販売全体の７３．２％に達した。

前年度と比較すると９８４件（５５．２％）の大幅な増加となった。

増加の要因としては、インターネットや携帯電話の普及が背景にあり、具体的事例として

パソコンメールや携帯電話に対する架空請求（身に覚えのない情報料等の請求）に関する相

談がそのほとんどを占めている。

③ マルチ・マルチまがい商法

マルチ・マルチまがい商法に関する相談件数は２３件で、前年度と比較すると、１０件

（３０．３％）減少した。

過去３年間の状況をみると年々減少傾向にある。

件数 通信販売の商品分類別件数（上位１０分類）

他 商 融 他 保 役 他 他 相 学
の 資 の 健 の の 談
運 品 サ 金 衛 務 教 保 そ 習
輸 ︲ 融サ 生 養サ 健 の
・ 一 ビ 関︲ 一 一 ・︲ ・ 他 教
通 ス 連ビ 般 娯ビ 福
信 般 ス 般 楽ス 祉 材

件数 マルチ・マルチまがい商法の商品分類別件数（上位７分類）

化 健 食 文 洋 他 食
器 具 の 生

粧 康 ・ ・ 装 住 活
台 事 居 機

品 食 所 務 下 品 器
用 用

品 品 品 着

－１１－

2,283

163 113 48 26 17 17 11 9 9

5

8

4
3

1 1 1



0

5

1 0

1 5

2 0

2 5

3 0

3 5

4 0

4 5

0

1

2

3

④ 電話勧誘販売

電話勧誘販売に関する相談件数は１９０件で、前年度と比較すると、２０件（９．５％）

減少した。

資格取得を名目とした、学習教材の販売や教室・講座への勧誘が上位を占めているが、前

年度と比較するとそれぞれ、２７件（４０．９％）、１０件（３７．０％）減少した。

代わって、電話機や食器・台所用品の販売が新たに発生した。

⑤ ネガティブ・オプション

ネガティブ・オプション（送りつけ商法）に関する相談件数は９件で、前年度と比較する

と、５件（８０．０％）増加した。

件数 電話勧誘販売の商品分類別件数（上位１０分類）

学 内 教 電 食 融 書 役 相 健
器 資 籍 談

習 職 室 報 ・ サ ・ 務 そ 康
・ ・ ・ 台 ︲ 印 の

教 副 講 電 所 ビ 刷 一 他 食
用 ス 物

材 業 座 話 品 般 品

件数 ネガティブ・オプションの商品分類別件数（上位６分類）

商 化 書 酒 他 音
籍 の 響

品 粧 ・ 身 ・
印 の 映

一 品 刷 類 回 像
物 り 製

般 品 品

－１２－

33

17
13

11 11 10
7 7 6

39

22 2

1 1 1



⑶ 信用供与別

架空請求の流行により、信用供与

無（現金払い）が、前年度比べて、

１，４０８件（９７．４％）増加し

た。

その反面、借金契約（サラ金等）

が３６５件（４３．９％）減少して

いる。

無（現金払い）が大幅に増加した

結果、相対的に信用販売（クレジッ

ト等）と不明・無関係の割合が低下

した。

⑷ 多重債務

多重債務を前年度と比較すると、件数は２０９件で前年度より３６件（２０．８％）

増加し、債務額の合計は約５億８千６８１万円で、前年度より１億１千８５７万円

（２５．３％）増加した。

（ 金 額 ＝ 単 位 ：万 円）

年 度
１２ １３ １４ １５ １６

区 分

多 重 債 務 受 付 件 数 110件 151件 164件 173件 209件

（ う ち ２ ０ 代 ） ( 40 ) ( 35 ) ( 31 ) ( 22 ) ( 36 )

多 重 債 務 総 額 42,271 45,120 52,986 46,824 58,681

（ う ち ２ ０ 代 ） (10,266) ( 6,558) ( 7,625) ( 5,705) ( 8,330)

１ 件 当 た り 多 重 債 務 額 384 298 323 271 281

（ う ち ２ ０ 代 ） ( 257 ) ( 187 ) ( 246 ) ( 260 ) ( 231 )

－１３－

(75.5％)

２，８５３件

無(現金払い)

不明・無関係

相談件数

３，７７９件

２３６件

４６６件
(12.3％)

２２４件

(6.6％ )

借金契約

(サラ金等)

(クレジット等)

販売信用
(6.2％)


